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［申告期限と納期限］所得税および復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税および地方消費税：4／15(木)

［申告書作成会場］東京国税局1階(中央区築地5-3-1)▢時 4／15(木)まで延長(土・日曜を除く)8：30〜16：00(相
談時間9：15〜)※お早めにご来場願います▢問江東西税務署☎3633-6211、江東東税務署☎3685-6311

確定申告はお早めに
(申告書作成会場の開設期間延長)
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昭和26年4月2日生〜昭和27年4月1日生

昭和31年4月2日生〜昭和32年4月1日生

対象となる生年月日

昭和16年4月2日生〜昭和17年4月1日生80歳

70歳

昭和11年4月2日生〜昭和12年4月1日生85歳

100歳

昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日生90歳

65歳

大正15年4月2日生〜昭和2年4月1日生95歳

年齢

令和3年度に対象となる方

昭和21年4月2日生〜昭和22年4月1日生75歳

大正10年4月2日生〜大正11年4月1日生 正答率の割合

活力あるまちづくりのためには、区内経済や中小企業の活性化が不可欠です。区では、中小企業支援のための各種補助事業を行っています。

補助対象や内容、条件などの詳細は区ホームページをご覧ください。

▢申 区ホームページよりダウンロードした申請書に必要書類および資料を添付し、〒135-8383区役所経済課産業振興係(区役所4階29番)へ郵
送または持参☎3647-2332、℻3647-8442

区内中小企業・事業所をサポート
創業支援、展示会への出展経費など、経営に関する各種補助事業を実施

小規模な産学連携共同研究費

大学等に支払う共同(委託)研究に係る契約金

対象経費の2分の1以内で上限20万円金 額

大学等との共同(委託)研究
※研究開発の完了後、6か月以内に申請

対象事業

区内中小企業対 象 者

対象経費

研究開発費

対象経費の3分の2以内で上限300万円

中小企業が自らまたは大学等と共同して行う研究
開発で令和3年度中に事業が完了するもの(新製品
の開発、機械器具(装置)の高性能化、新物質(新材
料)の開発、新工法の開発など)

金 額

区内中小企業対 象 者

7件(予定)件 数

対象事業

6／30(水)必着締 切

ホームページ作成費

初めてホームページを開設する際の作成費用
［外部委託］ホームページ作成委託費
［自社作成］ホームページ作成ソフトおよび解説書
［共通］ドメイン取得費用、サーバー利用初期費用

区内中小企業：対象経費の2分の1以内で上限5万
円
区内中小企業団体：対象経費の2分の1以内で上限
30万円

金 額

対象経費

区内中小企業または区内中小企業団体
※ホームページの新規作成に着手する前に申請

対 象 者

生産性向上のためのICT導入費

システム、ソフトウェアの開発・導入費、IoT機器
・キャッシュレス端末導入費など

対象経費の2分の1以内で上限50万円金 額

業務効率化その他の生産性向上のためのICT機器
等の導入

対象事業

区内中小企業
※区の派遣する専門家との事前相談が必要

対 象 者

対象経費

創業支援 事務所・店舗の賃料

下表のとおり 24か月

事務所・店舗の月額賃料
(住居兼事務所は補助対象外)

締 切

製造業1件、製造業以外5件
※書類審査のうえ、申請者多数の場合は抽選

件 数

金額・期間

令和3年度内に創業し、店舗等が区内にあるもの対 象 者

対象経費

7／30(金)必着

製造業
月額 10万円

上限額と補助率

※製造業とは、日本標準産業分類で定める大分類｢製造業｣

13か月目〜24か月目
(2年目) 製造業以外

月額 3万円

補助開始月〜12か月
目
(1年目)

補助月数

月額賃料の1／2以内

製造業以外
月額 5万円

製造業
月額 5万円

月額賃料の1／4以内

月額賃料の1／2以内

月額賃料の1／4以内

展示会・見本市への出展経費

対象経費の3分の2以内で上限20万円

出展料・出展小間料

締 切

国内外で開催される展示会、見本市等への出展対象事業

金 額

区内中小企業または区内中小企業団体
※直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けた
場合は対象外

対 象 者

対象経費

出展する展示会等の開催前に申請

都立産業技術研究センター利用料

対象経費の3分の2以内で、年度内上限15万円

依頼試験、オーダーメード試験、実地技術支援、
試験機器の利用、オーダーメード開発支援、製品
開発支援ラボを利用した場合に支払った利用料金

対 象 者

金 額

対象経費

区内中小企業

環境認証等取得費

ISOやエコアクション21等の環境認証やプライバ
シーマークを新たに取得する場合の経費

下表のとおり金 額

区内中小企業
※取得日の翌日から起算して6か月以内に申請

対 象 者

対象経費

50万円

限度額

ISO14001

1／2以内

審査登録機関の審
査に要する費用、
コンサルタント委
託料

ISO9001

補助率対象経費対象となる環境認証等

ISO27001

20万円
エコアクション21

プライバシーマーク

新製品・新技術広告宣伝費

新聞・企業雑誌等への広告掲載料(紙媒体への掲
載で自社で新たに開発した製品のみ)

対象経費の3分の2以内で上限100万円金 額

区内中小企業
※前年度この補助金の交付を受けた場合は対象外

対 象 者

3件(予定)件 数

対象経費

知的財産権(特許権・実用新案権・

意匠権・商標権)取得費

対象経費の2分の1以内で上限10万円(特許権の取
得にあっては上限30万円)

出願料、登録料、審査請求料、弁理士に支払う報
酬

金 額

区内中小企業
※出願申請の日の翌日から起算して1年以内に申
請

対 象 者

対象経費

▲フードマスター
ピンバッチ




